
「三線等整備事業 仕様書」 

 

１ 事業目的 

 郷土の伝統楽器である三線に触れることを通して、子供たちが郷土の伝統文化に触れ、三線の基

本的な弾き方を学び、郷土の民謡等を演奏することで、郷土の音楽等の楽しさと地域文化への理解

を深める。 

 

２ 事業概要 

 三線本体等（付属品及び扇子含む）を調整整備（カラクイ調整等）後、石垣市立各小・中学校へ

納入する。 

 

３ 購入物品（三線等一式） 

No. 品名 数量 備考 

１ 三線本体 232 丁 
胴巻及びウマ（馬）、勘所シール、滑り止

めも本体に含むものとする。 

２ 爪（ばち） 232 個 
各三線に対応したプラスチック製等とす

る。 

３ 三線用ケース 232 個 
ソフトケース。持ち運びに便利な軽量タイ

プで、三線を保護できるもの。 

４ 扇子（金銀） 232 組 ２本/組 

 

４ 三線本体及び扇の主な仕様要件 

 ・棹：型は真壁型、材質は樫またはゆし等。初心者でも扱いやすく、かつ耐久性のある材質とす

る。 

 ・皮：人口皮とする。耐久性があり、温度や湿度による影響を受けにくいものであること。 

 ・音程：音程が安定しており、初心者でも正しい音が出しやすいものであること。 

 ・調弦：調弦が容易で、カラクイ（ペグ）が緩まないように調整すること。 

 ・付属品：三線本体には、胴巻、ウマ（馬）、勘所シール、滑り止めなどを含むこと。 

 ・扇子；舞踊扇子で、表裏が金銀。サイズ 9.5 寸とする。 

 

５ 納品要件 

 ・納期：契約締結後から令和８年１２月２８日(月) 

 ・梱包：三線本体は、カラクイ調整後、弦やウマを取り付け、勘所シール及び滑り止め、備品シ

ールを張った状態で、爪（ばち）と併せてソフトケースに入れて納品すること。 

     ※備品シールは、石垣市教育委員会が作成したものとする 

 ・場所：沖縄県石垣市立小・中学校２４校（別表のとおり） 

 ・検品：各学校への納品時に、納入確認書を作成し、事業担当者へ提出する。 



（別表）納品場所学校一覧 

No 学校名 住所 三線等 扇子 

1 富野小中学校 〒907-0451 桴海 299−45 2 丁（小１丁・中１丁） 2 組 

2 川平小中学校 〒907-0453 川平 969 9 丁（小５丁・中４丁） 9 組 

3 崎枝小中学校 〒907-0452 崎枝 530-18 2 丁（小１丁・中１丁） 2 組 

4 名蔵小中学校 〒907-0021 名蔵 243 3 丁（小２丁・中１丁） 3 組 

5 吉原小学校 〒907-0453 川平 1218−137 2 丁 2 組 

6 新川小学校 〒907-0014 新栄町 74 15 丁 15 組 

7 石垣小学校 〒907-0023 石垣 204 16 丁 16 組 

8 登野城小学校 〒907-0004 登野城 290 17 丁 17 組 

9 平真小学校 〒907-0003 平得 174 17 丁 17 組 

10 大浜小学校 〒907-0001 大浜 182 15 丁 15 組 

11 川原小学校 〒907-0001 大浜 2064 5 丁 5 組 

12 大本小学校 〒907-0002 真栄里 1111 1 丁 1 組 

13 宮良小学校 〒907-0243 宮良 331-1 10 丁 10 組 

14 白保小学校 〒907-0242 白保 73-1 12 丁 12 組 

15 伊野田小学校 〒907-0241 桃里 168-56 2 丁 2 組 

16 明石小学校 〒907-0332 伊原間 249 2 丁 2 組 

17 野底小学校 〒907-0333 野底 138 4 丁 4 組 

18 八島小学校 〒907-0011 八島町 2-3 17 丁 17 組 

19 真喜良小学校 〒907-0024 新川 2018−2 17 丁 17 組 

20 石垣中学校 〒907-0024 新川 307 15 丁 15 組 

21 石垣第二中学校 〒907-0004 登野城 1078 18 丁 18 組 

22 大浜中学校 〒907-0001 大浜 103 16 丁 16 組 

23 白保中学校 〒907-0242 白保 268−35 11 丁 11 組 

24 伊原間中学校 〒907-0332 伊原間 28 4 丁 4 組 

合計 232 丁 232 組（464 個） 

 

 

 



６ その他 

  ・１年間保  （納品日より１年間）があること。（カラクイ破損や弦の取り換え、棹のひねりや破

損、胴体人工皮の破れによる交換等） 

 ・納品後の修理やメンテナンスに関する相談に対応できる体制や技術を整えていること。 

 ・見積書には、購入物品ごとの単価及び総額を明記すること。 

 ・納期は厳守すること。やむを得ない事情により納期が遅延する場合は、事前に担当者へ連絡す

ること。 

 ・納品する三線の材質、製造元、取扱方法などに関する情報を提供すること。 

 

７ 担当 

 石垣市教育委員会教育部学校教育課 

 電話：0980-82-4701  FAX：0980-82-0294 

 担当者名：入波平・村山 


